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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第３区分
【発行日】平成24年5月17日(2012.5.17)

【公開番号】特開2009-291857(P2009-291857A)
【公開日】平成21年12月17日(2009.12.17)
【年通号数】公開・登録公報2009-050
【出願番号】特願2008-145746(P2008-145746)
【国際特許分類】
   Ｂ２４Ｂ  37/013    (2012.01)
   Ｂ２４Ｂ  49/12     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/304    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｂ２４Ｂ  37/04    　　　Ｋ
   Ｂ２４Ｂ  49/12    　　　　
   Ｈ０１Ｌ  21/304   ６２２Ｓ

【手続補正書】
【提出日】平成24年3月27日(2012.3.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板の研磨中に、該基板の表面に光を照射し、
　前記表面からの反射光を受光し、
　異なる複数の波長での反射強度を用いて算出された第１の特性値および第２の特性値を
モニターし、
　前記第１の特性値および前記第２の特性値の極値が所定の時間差内で現われた時点を検
出し、
　検出された前記時点に基づいて研磨終点を決定すること特徴とする研磨終点検出方法。
【請求項２】
　前記研磨終点は、前記第１の特性値および前記第２の特性値の極値が前記所定の時間差
内で現われた前記時点であることを特徴とする請求項１に記載の研磨終点検出方法。
【請求項３】
　前記研磨終点は、前記第１の特性値および前記第２の特性値の極値が所定の時間差内で
現われた前記時点から所定の時間が経過した時点であることを特徴とする請求項１に記載
の研磨終点検出方法。
【請求項４】
　前記時点を検出した後、前記第１の特性値または前記第２の特性値の所定の極値を検出
する工程をさらに含み、
　前記所定の極値が検出された時点に基づいて研磨終点を決定することを特徴とする請求
項１に記載の研磨終点検出方法。
【請求項５】
　前記第１の特性値および前記第２の特性値の極値が前記所定の時間差内で現われた時点
は、前記第１の特性値および前記第２の特性値の極値がほぼ同時に現われた時点であるこ
とを特徴とする請求項１に記載の研磨終点検出方法。
【請求項６】
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　前記研磨終点は、前記所定の極値が検出された時点であることを特徴とする請求項４に
記載の研磨終点検出方法。
【請求項７】
　前記研磨終点は、前記所定の極値が検出された時点から所定の時間が経過した時点であ
ることを特徴とする請求項４に記載の研磨終点検出方法。
【請求項８】
　基板の研磨中に、該基板の表面に光を照射し、
　前記表面からの反射光を受光し、
　異なる波長での第１の反射強度および第２の反射強度をモニターし、
　前記第１の反射強度および前記第２の反射強度の極値が所定の時間差内で現われた時点
を検出し、
　検出された前記時点に基づいて研磨終点を決定すること特徴とする研磨終点検出方法。
【請求項９】
　前記研磨終点は、前記第１の反射強度および前記第２の反射強度の極値が前記所定の時
間差内で現われた前記時点であることを特徴とする請求項８に記載の研磨終点検出方法。
【請求項１０】
　前記研磨終点は、前記第１の反射強度および前記第２の反射強度の極値が前記所定の時
間差内で現われた前記時点から所定の時間が経過した時点であることを特徴とする請求項
８に記載の研磨終点検出方法。
【請求項１１】
　前記時点を検出した後、前記第１の反射強度または前記第２の反射強度の所定の極値を
検出する工程をさらに含み、
　前記所定の極値が検出された時点に基づいて研磨終点を決定することを特徴とする請求
項８に記載の研磨終点検出方法。
【請求項１２】
　前記第１の反射強度および前記第２の反射強度の極値が前記所定の時間差内で現われた
時点は、前記第１の反射強度および前記第２の反射強度の極値がほぼ同時に現われた時点
であることを特徴とする請求項９に記載の研磨終点検出方法。
【請求項１３】
　前記研磨終点は、前記所定の極値が検出された時点であることを特徴とする請求項１１
に記載の研磨終点検出方法。
【請求項１４】
　前記研磨終点は、前記所定の極値が検出された時点から所定の時間が経過した時点であ
ることを特徴とする請求項１１に記載の研磨終点検出方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　上述した目的を達成するために、本発明の一態様は、基板の研磨中に、該基板の表面に
光を照射し、前記表面からの反射光を受光し、異なる複数の波長での反射強度を用いて算
出された第１の特性値および第２の特性値をモニターし、前記第１の特性値および前記第
２の特性値の極値が所定の時間差内で現われた時点を検出し、検出された前記時点に基づ
いて研磨終点を決定すること特徴とする研磨終点検出方法である。
　本発明の好ましい態様は、前記研磨終点は、前記第１の特性値および前記第２の特性値
の極値が前記所定の時間差内で現われた前記時点であることを特徴とする。
　本発明の好ましい態様は、前記研磨終点は、前記第１の特性値および前記第２の特性値
の極値が所定の時間差内で現われた前記時点から所定の時間が経過した時点であることを
特徴とする。
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　本発明の好ましい態様は、前記時点を検出した後、前記第１の特性値または前記第２の
特性値の所定の極値を検出する工程をさらに含み、前記所定の極値が検出された時点に基
づいて研磨終点を決定することを特徴とする。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
　本発明の他の態様は、基板の研磨中に、該基板の表面に光を照射し、前記表面からの反
射光を受光し、異なる波長での第１の反射強度および第２の反射強度をモニターし、前記
第１の反射強度および前記第２の反射強度の極値が所定の時間差内で現われた時点を検出
し、検出された前記時点に基づいて研磨終点を決定すること特徴とする研磨終点検出方法
である。
　本発明の好ましい態様は、前記研磨終点は、前記第１の反射強度および前記第２の反射
強度の極値が前記所定の時間差内で現われた前記時点であることを特徴とする。
　本発明の好ましい態様は、前記研磨終点は、前記第１の反射強度および前記第２の反射
強度の極値が前記所定の時間差内で現われた前記時点から所定の時間が経過した時点であ
ることを特徴とする。
　本発明の好ましい態様は、前記時点を検出した後、前記第１の反射強度または前記第２
の反射強度の所定の極値を検出する工程をさらに含み、前記所定の極値が検出された時点
に基づいて研磨終点を決定することを特徴とする。
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